
　 「東京プラスサポート」は、「東京都中小企業制度融資」と合わせてご利用できる東京都独自の
融資制度で、地域の金融機関や民間の保証機関と連携し、中小企業の皆様の円滑な資金調達を支援
します。

融資条件の概要

お申込みからの流れ

東京プラスサポート®のご案内東京プラスサポート®のご案内
～東京都が地域の金融機関と連携して中小企業の資金調達を応援します～～東京都が地域の金融機関と連携して中小企業の資金調達を応援します～

①融資お申込みが可能な取扱金融機関（裏面をご参照ください）の窓口に融資をお申込みいただきます。
②取扱金融機関は、審査の上、保証機関に対して保証の申込みをします。
③保証機関が、審査の上保証可能と判断した場合、保証機関に対して保証料をお支払いいただきます。
④取扱金融機関は融資を実行します。

「東京プラスサポート」は東京都の登録商標です。

③保証料

②保証申込

保証機関
（オリックス株式会社）

中小企業

取扱金融機関

④融資実行 ①融資申込

2020年４月改定

事業性資金

2,500 万円以内（100万円以上 10万円単位）
※手形貸付による場合は 1,000 万円以内（100万円以上 10万円単位）

5 年以内（取扱金融機関及び保証機関が特に優良と認めた先は７年以内）

以下のとおり（固定金利）

※申込先取扱金融機関において経営力強化保証制度又は東京都中小企業制度融資「経営支
援融資（経営支援型）」に関する融資残高がある場合は、さらに 0.3％の優遇措置があり
ます。

元金均等分割返済（据置期間なし）
※手形貸付の場合は 1年以内の一括弁済とすることができます。

保証機関（オリックス株式会社）の定めるところによります。
全期間分一括前払いとなります。

原則として無担保

連帯保証人は原則として次のとおりです。
○第三者保証人は不要　○法人は代表者全員　○個人事業者は不要
※経営者保証ガイドラインの適用等により法人代表者の個人保証を不要とできる場合があ
ります。

3年以内 3年超 5年以内 5年超 7年以内
2.4％以内 2.6％以内 2.8％以内

保証機関 オリックス株式会社

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

返済方法

保証料

担　保

保証人

融資期間
融資利率



ご利用いただける方

注意事項

①資本金

②従業員数

（令和2年4月1日現在）

（31）277

○都内に事業所（個人事業者は事業所又は住居）があり、保証対象となる業種を営んでいる中小企業者（保
証対象外業種：農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人等）

　▶中小企業者とは以下のいずれかを満たす法人又は個人事業者です。

○取扱金融機関と一定期間の融資取引があること
　▶一定期間の融資取引があるとは、申込時点において以下 3点の要件をすべて満たすことを言います
　・申込先取扱金融機関による事業性資金に関する融資残高があること
　・事業性資金に関する融資残高のある月が連続して 12か月以上あること
　・当該取扱金融機関に対する債務の履行遅滞がないこと
　なお、一定期間の融資取引がある取扱金融機関のうち 1機関に対してのみお申込みが可能です
○許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること
○租税の未申告、滞納や、社会保険料の滞納がないこと
○現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる
関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
○法人及び青色申告を行う個人事業者で、2 期以上の決算を終えていること（個人事業者から法人成りした法
人については、それぞれの決算を合算して判定）
○代表者（個人事業者の場合は本人）の年齢が 75歳を超えていないこと
　75歳を超えているときは、後継者がいること
○直近 6ヶ月以内に本制度での借入れをしていないこと
○その他、オリックス株式会社が定める条件を満たしていること

○ご利用にあたっては、取扱金融機関及び保証機関の審査があります。詳細については取扱金融機関にお問
い合わせください。
○本制度による借入資金をもって取扱金融機関等に対する債務の返済に充てることはできません（本制度に
係る既往債務の借換えの場合は可能です）。
○融資限度額は本制度に係る既往債務残高を含みます。 

製造業等 卸売業 小売業 サービス業

3億円以下 1億円以下 5,000 万円以下 5,000 万円以下

300人以下 100人以下 50人以下 100人以下
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